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桶川市一般会計補正予算(第６回) 
 

 

 

 

 



  

 



－ 3 － 

第６５号議案 

 

令和４年度桶川市一般会計補正予算（第６回） 

 

 令和４年度桶川市の一般会計補正予算（第６回）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６７，０４８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ２７，２０６，７９１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

桶川市長 小 野 克 典 



歳　入 (単位：千円）

14 国庫支出金 5,490,552 147,320 5,637,872

2 国庫補助金 1,731,682 147,320 1,879,002

17 寄附金 41,264 4,000 45,264

1 寄附金 41,264 4,000 45,264

18 繰入金 873,010 115,728 988,738

2 基金繰入金 818,136 115,728 933,864

26,939,743 267,048 27,206,791 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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補正前の額 補　正　額 計

第１表   歳入歳出予算補正　

款 項



(単位：千円）

1 議会費 233,796 1,443 235,239

1 議会費 233,796 1,443 235,239

2 総務費 2,836,009 28,961 2,864,970

1 総務管理費 2,187,309 25,611 2,212,920

2 徴税費 338,255 1,192 339,447

3 戸籍住民基本台帳費 202,797 1,358 204,155

4 選挙費 68,941 311 69,252

5 統計調査費 7,645 154 7,799

6 監査委員費 31,062 335 31,397

3 民生費 12,444,031 94,393 12,538,424

1 社会福祉費 5,827,797 66,130 5,893,927

2 児童福祉費 5,259,740 26,973 5,286,713

3 生活保護費 1,356,493 1,290 1,357,783

4 衛生費 2,899,513 73,903 2,973,416

1 保健衛生費 1,541,696 70,776 1,612,472

2 清掃費 1,357,817 3,127 1,360,944

5 労働費 69,083 71 69,154

1 労働諸費 69,083 71 69,154

6 農林水産業費 99,784 2,448 102,232

1 農業費 99,784 2,448 102,232
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歳　出
補　正　額 計補正前の額款 項



(単位：千円）

7 商工費 325,997 567 326,564

1 商工費 325,997 567 326,564

8 土木費 1,815,244 7,728 1,822,972

1 土木管理費 112,742 585 113,327

2 道路橋梁費 357,489 220 357,709

3 河川費 176,688 409 177,097

4 都市計画費 1,149,484 6,399 1,155,883

5 住宅費 18,841 115 18,956

10 教育費 2,547,514 57,534 2,605,048

1 教育総務費 394,600 4,743 399,343

2 小学校費 421,016 26,200 447,216

3 中学校費 193,166 18,880 212,046

4 社会教育費 829,746 3,576 833,322

5 保健体育費 708,986 4,135 713,121

26,939,743 267,048 27,206,791 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

補　正　額 計補正前の額款 項
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桶川市国民健康保険特別会計補正予算(第２回) 
 

 

 

 

 



  

 



－ 9 － 

第６６号議案 

 

 

令和４年度桶川市国民健康保険特別会計補正予算（第２回） 

 

令和４年度桶川市の国民健康保険特別会計補正予算（第２回）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，１０３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ７，３６７，６５５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入

歳出予算補正」による。 

 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

 

桶川市長 小 野 克 典 

 



歳　入 (単位：千円）

2 県支出金 5,363,005 1,325 5,364,330

1 県補助金 5,363,005 1,325 5,364,330

4 繰入金 586,043 778 586,821

1 他会計繰入金 586,043 778 586,821

7,365,552 2,103 7,367,655 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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補正前の額 補　正　額 計

第１表   歳入歳出予算補正　

款 項

(単位：千円）

1 総務費 94,983 1,603 96,586

1 総務管理費 82,245 1,603 83,848

2 保険給付費 5,291,799 500 5,292,299

6 傷病手当金 500 500 1,000

7,365,552 2,103 7,367,655 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

補　正　額 計補正前の額
歳　出

款 項
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桶川市介護保険特別会計補正予算(第２回) 

 

 

 

 

 



  

 



－ 13 － 

第６７号議案 

 

 

令和４年度桶川市介護保険特別会計補正予算（第２回） 

 

令和４年度桶川市の介護保険特別会計補正予算（第２回）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０６７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ６，１０３，７４１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入

歳出予算補正」による。 

 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

 

桶川市長 小 野 克 典 

 



歳　入 (単位：千円）

2 国庫支出金 1,131,841 118 1,131,959

2 国庫補助金 157,983 118 158,101

6 繰入金 1,026,744 949 1,027,693

1 一般会計繰入金 970,185 949 971,134

6,102,674 1,067 6,103,741 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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補正前の額 補　正　額 計

第１表   歳入歳出予算補正　

款 項

(単位：千円）

1 総務費 232,804 1,067 233,871

1 総務管理費 191,600 1,067 192,667

6,102,674 1,067 6,103,741 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

補　正　額 計補正前の額
歳　出

款 項
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桶川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回) 

 

 

 

 

 



  

 



－ 17 － 

第６８号議案 

 

 

令和４年度桶川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回） 

 

令和４年度桶川市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１，２８８，３９５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入

歳出予算補正」による。 

 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

 

桶川市長 小 野 克 典 

 



歳　入 (単位：千円）

2 繰入金 248,061 395 248,456

1 一般会計繰入金 248,061 395 248,456

1,288,000 395 1,288,395 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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補正前の額 補　正　額 計

第１表   歳入歳出予算補正　

款 項

(単位：千円）

1 総務費 129,329 395 129,724

1 総務管理費 124,209 395 124,604

1,288,000 395 1,288,395 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

補　正　額 計補正前の額
歳　出

款 項



 


